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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第72期
第２四半期
累計期間

第73期
第２四半期
累計期間

第72期
第２四半期
会計期間

第73期
第２四半期
会計期間

第72期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (千円) 6,195,4487,272,0203,205,8093,562,42112,823,071

経常利益 (千円) 225,654 578,720 180,945 269,304 631,456

四半期(当期)純利益 (千円) 144,949 129,330 121,477 167,466 604,134

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,447,2801,447,2801,447,280

発行済株式総数 (千株) ― ― 7,460 7,460 7,460

純資産額 (千円) ― ― 12,320,82312,530,51512,536,731

総資産額 (千円) ― ― 15,728,05716,255,94216,012,233

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,776.241,806.501,807.39

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 20.90 18.65 17.51 24.14 87.10

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 15.00 15.00 15.00 15.00 30.00

自己資本比率 (％) ― ― 78.3 77.1 78.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 705,080 492,438 ― ― 1,148,795

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △205,721△258,887 ― ― △163,379

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △148,270△90,596 ― ― △276,052

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,397,5593,867,3723,738,322

従業員数 (名) ― ―
189
(28)

186
(28)

182
(29)

（注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　２　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については、記載しておりません。 

　３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

　４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

　５　従業員数の(外書)は、臨時従業員の四半期（年間）平均雇用人員であります。 
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 186（28）

(注) １　従業員数は就業人員であります。 

２　従業員数の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。 

３　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高　(千円) 前年同四半期比（％）

金属表面処理剤及び機器等 1,096,573 ―

電子材料 79,395 ―

自動車用化学製品等 249,323 ―

工業薬品 48,281 ―

合計 1,473,573 ―

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 商品仕入実績

当第２四半期会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 商品仕入高　(千円) 前年同四半期比（％）

金属表面処理剤及び機器等 436,116 ―

電子材料 202,668 ―

自動車用化学製品等 109,263 ―

工業薬品 902,497 ―

合計 1,650,545 ―

(注) １　金額は実際仕入価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 受注実績

当社は主として見込生産によっておりますので、受注状況について特に記載する事項はありません。
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(4) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

販売高 前年同四半期比

金額　(千円) 構成比　(％) （％）

金属表面処理剤及び機器等 　 　 　

製品 1,148,118 32.2 ―

商品 540,904 15.2 ―

計 1,689,023 47.4 ―

電子材料 　 　 　

製品 84,845 2.4 ―

商品 334,697 9.4 ―

計 419,543 11.8 ―

電子関連分野計 2,108,566 59.2 ―

自動車用化学製品等 　 　 　

製品 284,286 8.0 ―

商品 141,955 4.0 ―

計 426,241 12.0 ―

工業薬品 　 　 　

製品 46,813 1.3 ―

商品 980,799 27.5 ―

計 1,027,612 28.8 ―

総計 3,562,421 100.0 ―

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。

前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間

輸出販売高(千円) 輸出割合　(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合　(％)

834,108 26.0 1,070,856 30.1

　

３　主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。

輸出先 前第２四半期会計期間　(％) 当第２四半期会計期間　(％)

台湾 35.3 34.1

韓国 16.9 25.9

中国 22.0 20.0

アセアン 22.5 19.2

その他 3.3 0.8

計 100.0 100.0
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４　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第２四半期会計期間 当第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合　(％) 販売高(千円) 割合　(％)

ＪＦＥスチール株式会社 449,466 14.0 360,939 10.1

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有

価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国の需要回復や国内の各種経済対策の効果などに

より一部に景気の持ち直しの動きが見られたものの、欧州など海外経済への懸念や急激な円高の進行、株

安などの不安材料から景気の先行きに不透明感が高まりました。このような状況下にあって、売上高は

3,562百万円（前年同四半期比11.1％増）、営業利益は275百万円（前年同四半期比49.6％増）、経常利益

は269百万円（前年同四半期比48.8％増）となり、四半期純利益は167百万円（前年同四半期比37.9％

増）となりました。

　

セグメント別の売上高及び概要は、次のとおりであります。

 （セグメント別の売上高） 　 （百万円未満切捨表示）

区分 セグメントの名称
前第２四半期
会計期間

当第２四半期
会計期間

増減 平成22年３月期

製品 金属表面処理剤及び機器等 1,031 1,148 116 4,072

電子材料 56 84 28 248

電子関連分野計 1,088 1,232 144 4,320

自動車用品分野 261 284 22 977

工業薬品分野 44 46 2 188

製品合計 1,393 1,564 170 5,486

商品 金属表面処理剤及び機器等 350 540 190 1,366

電子材料 342 334 △ 7 1,440

電子関連分野計 692 875 182 2,806

自動車用品分野 140 141 1 508

工業薬品分野 978 980 2 4,021

商品合計 1,811 1,998 186 7,337

総計 3,205 3,562 356 12,823
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（セグメント別の業績の概要）

（電子関連分野）

電子関連分野が対応する電子部品業界は、薄型テレビ、パソコン、携帯電話などアジア市場向けデジ

タル機器需要が伸び電子部品の拡大が続きましたが、欧米や日本の景気先行きの不透明感が強まる中、

薄型テレビやパソコンの在庫が積み上がりつつあるとの見方が広がり、受注に一部一服感が出ました。

①金属表面処理剤及び機器等

電子関連分野のこのような状況下、めっき液の需要は第２四半期も海外市場を中心に好調に推移

しました。特にバンプ対応めっき液は、フリップチップ化が加速し、国内、海外とも好調に推移しまし

た。一方、液晶関連のCOF対応めっき液も台湾、韓国を中心に好調に推移しましたが、一部で在庫調整

の動きの影響も見られました。また、ICリードフレーム外装めっき液は、半導体のリードレス化の流

れと海外移管の影響により、国内需要は低調に推移しましたが、台湾、アセアン、中国での需要は回復

傾向にあり、これらの地域では対応する外装めっき液は好調に推移しました。一方、化成処理液自動

管理装置及び試薬は、景気回復によりプリント基板関連、液晶関連部材関連で設備投資が活発化し、

また、現状のライン稼働率も向上し装置、試薬、有償定期点検等の需要は伸びました。この結果、金属

表面処理剤及び機器等の売上高は、1,689百万円（前年同四半期比22.2％増）となりました。 

②電子材料

電子材料のニッケル超微粉は、需要先のセラミックコンデンサの生産は回復基調にありましたが、

納入数量減と単価下落により前年同四半期を下回りました。一方、機能材料加工品は、対応する半導

体製造装置業界、液晶製造装置業界とも回復を見せ、各業界向けの部品需要が伸び、販売は回復基調

で推移しました。この結果、電子材料の売上高は、419百万円（前年同四半期比5.1％増）となり、電子

関連分野全体の売上高は、2,108百万円（前年同四半期比18.4％増）となりました。

（自動車用品分野）

自動車用品分野は、エコカー購入支援策の効果から新車販売台数、装着用用品など好調に推移しまし

た。しかし、補修剤市場は、軽微なスリキズを補修しない傾向など市場規模の縮小が続きました。このよ

うな状況下、自動車用エアコンフィルターが標準装備となりフィルター交換需要が増加する中、ディー

ラーでの交換時にエアコンの洗浄を同時施工するビジネスの提案、促進を積極的に行った結果、エアコ

ン洗浄剤が伸び、回復基調にある溶接用薬剤等を合わせた自動車用品分野の売上高は、426百万円（前

年同四半期比6.0％増）となりました。

（工業薬品分野）

工業薬品分野は、国内建築需要の低迷が続く中、対応する鉄鋼分野で中国、アジア諸国向け鋼材輸出

の好調さに加え、エコカー購入支援策の効果による新車販売台数の伸び、猛暑によるエアコンの販売の

伸びによる鋼板需要があったこと、石油化学分野でも好調な輸出に加え、自動車、電機など関連分野の

回復により需要が堅調に推移したことなどもあり、鉄鋼市場向け薬剤、塩ビ触媒及び産廃処理場向け薬

剤が伸び工業薬品分野の売上高は、1,027百万円（前年同四半期比0.5％増）となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、当第１四半期会計期間末より21百万円減少

し3,867百万円となりました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における営業活動による資金の増減（△は減少）は、税引前四半期純利益が

262百万円となり、減価償却費76百万円、売上債権の減少額284百万円、たな卸資産の減少額117百万円、

仕入債務の減少額△244百万円等により508百万円（前年同四半期536百万円）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における投資活動による資金の増減（△は減少）は、有価証券の取得による

支出△290百万円、有価証券の売却及び償還による収入121百万円等により△193百万円（前年同四半期

61百万円）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期会計期間における財務活動による資金の増減（△は減少）は、短期借入金の返済によ

る支出△300百万円等により△327百万円（前年同四半期△316百万円）となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（旧会社法施行規則127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　会社の支配に関する基本方針の内容について

　当社は、平成３年11月より、当社株式を大阪証券取引所へ上場しており、株式を市場に公開しておりま

す。上場会社である以上、当社取締役会が、当社株主の皆様及び投資家の皆様による当社株式の売買を

妨げることはありません。当社取締役会といたしましては、当社の企業理念及び経営方針を背景に、研

究開発への重点的な注力や中期的な経営基本戦略に基づく経営の推進等により、中長期的視点から当

社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指し、これによって株主の皆様に長期的かつ継続的に当

社の経営方針に賛同し、当社への投資を継続していただくために邁進いたしますが、大規模買付者が出

現した場合、当該大規模買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか

否かの判断につきましては、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えており

ます。

しかしながら、株式の大規模買付行為又はこれに類する行為の中には、その目的・態様等から見て企

業価値及び株主共同の利益を毀損するもの、大規模買付行為又はこれに類する行為に応じることを対

象会社の株主に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対して大規

模買付行為又はこれに類する行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、取締役会

や株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会の代替案の提案に要する十分な時間を提供しな

いもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げ、個々の株主の皆様の判断に委

ねるべき前提を欠くものも少なくありません。

当社は、このように当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような大規模買付行

為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、この

ような大規模買付行為に対しては、株主の皆様の事前の承認や、株主の皆様の意思決定に基づき、当社

取締役会が、法令及び定款によって許容される限度において当社の企業価値及び株主共同の利益の確

保・向上のための相当な措置を講じるべきであると考え、これを、当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者の在り方に関する基本方針といたします。

②　基本方針の実現に資する取組みについて

当社では、以下のように、当社の企業理念及び経営方針の下、中期的な経営基本戦略、CSR活動及び

コーポレート・ガバナンスの強化への取組みから、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努め
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ております。これらの施策は、上記会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えておりま

す。

ａ.当社の中期的な経営基本戦略等

　当社は、創業以来、界面化学（気体・液体・固体などの物質と物質の境界面に関する物性現象の研

究）の技術をコアとして「物質表面の機能を創造する」ことを社会的使命とし、その実現に尽力し

てまいりました。具体的には、楽器・家具用液状つや出し剤「ユニコン」の製造・販売から、半導体

外装部品等の表面処理に用いられているめっき液の開発・製造に至るまで業務の領域拡大をはかっ

てまいりました。

また、近年は特に金属表面処理剤の大型消費主体である電子関連製品ユーザーが海外進出をは

かっていることから、ユーザーとの協業を効率化するために、平成17年４月、中国上海に駐在員事務

所を開設するとともに、平成18年７月、電子関連分野の研究開発を拡充するため本社敷地内の研究開

発棟を増設し、研究開発体制を一層強化すると同時に、技術レベルの高い人材の確保と育成に努めて

おります。

これらに加えて、当社は経営基本戦略として、次に掲げる４つの基本戦略を柱と位置づけ、経常利

益の確保、ROE（自己資本利益率）・EPS（１株当たりの当期純利益）の向上等を通した、当社の企業

価値及び株主共同の利益の向上に全社をあげて邁進しております。

（ａ）新製品開発、新技術開発のため研究開発を積極的に行う。

（ｂ）基礎となる３つの分野（電子関連分野・自動車用品分野・工業薬品分野）と４つの事業

（電子関連分野における金属表面処理剤及び機器等、電子材料、自動車用化学製品等、工業

薬品）をバランスよく展開し、各々の事業の収益力を高め、その総体として会社の業績の伸

長をはかる。

（ｃ）自社製品比率を高め、売上高総利益の拡大をはかり収益力の高い会社を目指す。

（ｄ）電子材料関連分野を重点開発分野と位置づけ第５の事業を育成する。

　さらに、当社は、当社がその事業により獲得した成果の配分の一環として、継続的な安定配当を行う

ことを基本としつつ、業績に応じた増配を実施するなど、当社株主の皆様への弾力的な還元策をは

かっており、今後もかかる方針を堅持していきたいと考えております。

ｂ.当社のCSR（企業の社会的責任）活動とコーポレート・ガバナンスの強化への取組み

当社は環境にやさしい製品の開発、市場投入をはじめとして、本社、東京支店及び琵琶湖を控えた

滋賀工場において環境保全対策の充実をはかっております。また、当社は、品質マネジメントシステ

ムの国際規格である「ISO 9001」、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO 14001」の認

証を取得し、これらをツールとして品質及び環境に対する万全の維持管理を行うとともに、地域社会

への貢献もはかっております。 

　当社は効率的かつ健全な経営を可能にし、迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制の充実

と、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を重要な課題と考えており、その観点から、

部長会における事例報告や行動指針としてのコンプライアンス規程の制定等によるコンプライアン

スの強化、迅速かつ適切な情報開示、機関投資家説明会及び決算時の証券アナリスト説明会等の継続

的なIR活動等を通じて、適切なコーポレート・ガバナンスの構築・強化をはかっております。 

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みについて

当社が、上記のような会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平成19年５月14日に導入

した対応方針に代えて、平成20年６月27日付で新たに導入した対応方針（以下、「本対応方針」といい

ます。）の概要は以下の通りです。
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《本対応方針の概要》

ａ.大規模買付ルールの設定

　本対応方針は、大規模買付者に対して大規模買付ルールに従うことを求めるものです。 

　大規模買付ルールとは、大規模買付行為が開始される前に、大規模買付者に対して、当社取締役会に

対する十分な情報提供を要求し、それに基づき当社取締役会がその買付行為の評価・検討や代替案

の提示等を行い、かつ、所定の期間が経過して初めて大規模買付行為を開始することを認める、とい

うものです。 

具体的には、（ａ）当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的かつ合理的な

判断を客観的に行う諮問機関としての対抗措置を発動することができる状態にあるか否かを検討・

判断する権限を株主総会から授権された独立委員会の設置、（ｂ）大規模買付者への意向表明書の

提出要求、（ｃ）大規模買付者への大規模買付情報(当社株主の皆様の判断及び当社取締役会として

の意見形成のための情報)の提供要求とその公表、（ｄ）大規模買付情報の提供完了後60日間（対価

を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間（左記以外の大規

模買付行為の場合）の取締役会検討期間の設定、及び（ｅ）取締役会検討期間の経過前（それまで

に、下記に述べる対抗措置発動の判断を行うための株主総会の開催が決定された場合には当該株主

総会の終了前）の大規模買付行為開始の禁止、等が大規模買付ルールの主な内容です。

ｂ.対抗措置の発動

当社取締役会は、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、当該ルールの違反のみをもっ

て、相当と認められる対抗措置を講じることがあります。

　また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値

及び株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会の判

断を最大限尊重した上で、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために相当と認められる対抗

措置を講じることがあります。

当社が、株主総会又は取締役会の決議を経て、本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対す

る対抗措置は、新株予約権の無償割当て、新株予約権の第三者割当てによる発行、新株の発行等、会社

法その他の法律及び当社定款が認める措置とし、具体的な対抗措置については、その時点で相当と認

められるものを選択することといたします。

ｃ.有効期間

本対応方針につきましては、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様から

のご賛同をいただき、同日開催の当社取締役会の終了時点から導入されました。

本対応方針の有効期間は、平成23年６月に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締

役会の終了時点までとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、（ａ）当社の株主総会に

おいて本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合、又は（ｂ）当社の取締役会において本対

応方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。

④　上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　当社の中期的な経営基本戦略、CSR活動、コーポレート・ガバナンスの強化への取組みは、中長期的視

点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指すための具体的方策として行われているもの

であり、まさに上記基本方針に沿うものです。

また、本対応方針は、以下のように合理性が担保されており、上記基本方針に沿うとともに当社の企

業価値・株主共同利益に合致するものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありま

せん。

ａ. 本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断するために必要な情報や時間を確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価
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値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。

ｂ. 本対応方針は、当社定時株主総会の議案としてお諮りし、株主の皆様のご賛同をいただいておりま

す。また、当社の株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合、本対応方針は

その時点で廃止されるものとされております。そのため、本対応方針の消長及び内容は、当社株主の

皆様の合理的意思に依拠したものとなっております。また、当社取締役会が独立委員会への諮問をし

た場合は、対抗措置を発動することができる状態にあるか否かを検討・判断する権限を株主総会か

ら授権された独立委員会が、その判断について当社取締役会に勧告するものであり、対抗措置の発動

は、間接的に株主の皆様の意思に依拠することになりますし、株主意思の確認手続きとして株主総会

が開催される場合には、対抗措置の発動は、当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになりま

す。

ｃ. 本対応方針の対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様の

ために実質的かつ合理的な判断を客観的に行う諮問機関として、当社及び当社の経営陣との間に特

別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又

は当社の業務領域に精通している者、社外の経営者の中から選任される委員により構成される独立

委員会を設置しております。

ｄ. 本対応方針に定める対抗措置は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されな

ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止す

るための仕組みを十分に確保しているものといえます。

ｅ. 当社取締役は、大規模買付ルールが遵守された場合の対抗策の発動について対抗措置を発動する

ことができる状態にあるか否かを検討・判断する権限を株主総会から授権された独立委員会の勧告

を最大限尊重し、又は株主総会を開催して株主の皆様の直接の意思を確認するように設定されてお

ります。このように、対抗措置の発動は当社株主の皆様の直接又は間接の意思に基づきなされるもの

であり、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているもの

といえます。

ｆ. 本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、対抗

措置の発動を阻止できない買収防衛策）、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を

一度に行うことができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）のいず

れでもありません。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は210百万円であります。

なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備について重要な異動はありません。

　

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,650,000

計 15,650,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,460,440 7,460,440
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株
であります。

計 7,460,440 7,460,440― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年９月30日 ― 7,460,440 ― 1,447,280 ― 1,721,281
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

石原薬品取引先持株会 神戸市兵庫区西柳原町５―26 463 6.21

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１―６―６ 379 5.08

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 346 4.64

石原薬品従業員持株会 神戸市兵庫区西柳原町５―26 237 3.18

株式会社みずほコーポレート
銀行

東京都千代田区丸の内１―３―３ 223 2.99

株式会社池田泉州銀行 大阪市北区茶屋町18―14 219 2.93

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１―13―１ 211 2.82

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪市北区中之島３―３―23 209 2.80

川　村　邦　子 東京都世田谷区 156 2.10

岡　田　幸　能 神戸市北区 145 1.94

計 ― 2,592 34.74

(注) 当社は、自己株式524,091株（7.02％）を保有しておりますが、上記大株主の記載からは除いております。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式524,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

　　　　6,933,000
69,330 ―

単元未満株式
普通株式
　　　　　　3,440

― １単元(100株）未満の株式

発行済株式総数 7,460,440 ― ―

総株主の議決権 ― 69,330 ―

　（注）単元未満株式数には、当社所有の自己株式91株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
石原薬品株式会社

神戸市兵庫区西柳原町
５番26号

524,000 ― 524,000 7.02

計 ― 524,000 ― 524,000 7.02
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 1,3601,3601,2701,3001,3001,245

最低(円) 1,2341,2001,1751,2001,2251,210

(注)　株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（コンプライアンス・リス

ク管理部長）

取締役
（コンプライアンス・リス
ク管理部長兼品質保証部

長）

大　竹　祥　司 平成22年10月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任

監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,870,372 3,747,322

受取手形及び売掛金 3,605,467 3,524,302

有価証券 190,873 672,680

商品及び製品 433,045 455,466

仕掛品 48,798 28,426

原材料及び貯蔵品 346,938 308,742

その他 130,007 188,467

貸倒引当金 △360 △352

流動資産合計 8,625,142 8,925,056

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,695,790 1,724,332

その他（純額） 1,013,325 953,818

有形固定資産合計 ※
 2,709,115

※
 2,678,151

無形固定資産 39,503 30,995

投資その他の資産

投資有価証券 3,509,444 3,101,722

その他 1,375,607 1,279,399

貸倒引当金 △2,871 △3,091

投資その他の資産合計 4,882,180 4,378,030

固定資産合計 7,630,799 7,087,177

資産合計 16,255,942 16,012,233

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,464,354 2,326,223

1年内返済予定の長期借入金 38,000 26,000

未払法人税等 204,092 229,332

賞与引当金 142,856 139,616

役員賞与引当金 11,300 45,200

その他 338,494 283,935

流動負債合計 3,199,097 3,050,307

固定負債

長期借入金 20,000 －

退職給付引当金 82,336 82,122

役員退職慰労引当金 221,397 209,407

資産除去債務 38,512 －

その他 164,082 133,664

固定負債合計 526,329 425,194

負債合計 3,725,427 3,475,501
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,447,280 1,447,280

資本剰余金 1,721,281 1,721,281

利益剰余金 10,132,210 10,106,925

自己株式 △488,365 △488,313

株主資本合計 12,812,406 12,787,173

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △281,891 △250,442

評価・換算差額等合計 △281,891 △250,442

純資産合計 12,530,515 12,536,731

負債純資産合計 16,255,942 16,012,233

EDINET提出書類

石原薬品株式会社(E00804)

四半期報告書

18/33



(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 6,195,448 7,272,020

売上原価 4,555,186 5,258,395

売上総利益 1,640,262 2,013,624

販売費及び一般管理費

販売促進費 31,569 25,624

運賃及び荷造費 108,869 127,423

旅費及び交通費 65,442 77,282

報酬給与手当及び賞与 311,762 328,483

賞与引当金繰入額 76,954 77,766

役員賞与引当金繰入額 21,800 11,300

退職給付引当金繰入額 8,548 9,168

役員退職慰労引当金繰入額 11,423 11,990

福利厚生費 88,560 89,518

研究開発費 428,374 395,451

減価償却費 45,277 42,962

貸倒引当金繰入額 76 7

その他 230,596 250,243

販売費及び一般管理費合計 1,429,254 1,447,223

営業利益 211,007 566,401

営業外収益

受取利息 2,854 1,753

有価証券利息 11,578 15,318

受取配当金 11,947 15,252

その他 17,403 14,662

営業外収益合計 43,784 46,985

営業外費用

支払利息 1,525 1,373

売上割引 625 832

為替差損 16,735 22,269

コミットメントフィー 9,160 9,160

その他 1,089 1,030

営業外費用合計 29,136 34,666

経常利益 225,654 578,720
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 850 199

特別利益合計 850 199

特別損失

固定資産売却損 － 135

固定資産除却損 1,368 1,802

減損損失 486 －

投資有価証券評価損 10 212,641

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,512

特別損失合計 1,865 253,092

税引前四半期純利益 224,639 325,827

法人税等 ※
 79,689

※
 196,497

四半期純利益 144,949 129,330
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 3,205,809 3,562,421

売上原価 2,329,882 2,570,991

売上総利益 875,927 991,429

販売費及び一般管理費

販売促進費 15,038 14,119

運賃及び荷造費 58,273 61,644

旅費及び交通費 32,240 37,377

報酬給与手当及び賞与 152,812 164,281

賞与引当金繰入額 37,748 38,811

役員賞与引当金繰入額 10,900 5,650

退職給付引当金繰入額 2,675 4,559

役員退職慰労引当金繰入額 5,714 6,127

福利厚生費 43,508 44,213

研究開発費 209,685 210,743

減価償却費 22,964 21,535

その他 100,469 107,168

販売費及び一般管理費合計 692,030 716,231

営業利益 183,896 275,197

営業外収益

受取利息 2,342 1,447

有価証券利息 6,049 7,813

受取配当金 659 659

受取賃貸料 4,373 4,373

法人税等還付加算金 6,169 －

その他 1,260 2,417

営業外収益合計 20,855 16,711

営業外費用

支払利息 1,352 1,096

売上割引 349 449

為替差損 14,302 13,247

コミットメントフィー 7,290 7,290

その他 510 520

営業外費用合計 23,805 22,604

経常利益 180,945 269,304
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（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 965 158

特別利益合計 965 158

特別損失

固定資産除却損 67 795

投資有価証券評価損 10 6,355

特別損失合計 78 7,150

税引前四半期純利益 181,832 262,312

法人税等 ※
 60,355

※
 94,845

四半期純利益 121,477 167,466
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 224,639 325,827

減価償却費 121,901 144,572

減損損失 486 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,418 △211

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,738 3,239

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21,800 △33,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,307 214

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,423 11,990

受取利息及び受取配当金 △26,525 △32,435

支払利息 1,525 1,373

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △86

為替差損益（△は益） △12,856 13,904

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 10 212,641

有形固定資産売却損益（△は益） － 135

有形固定資産除却損 90 507

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,512

売上債権の増減額（△は増加） △760,833 △81,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,450 △36,147

仕入債務の増減額（△は減少） 900,072 138,131

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,079 61,328

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,055 7,043

その他の固定資産の増減額（△は増加） △72,822 △113,049

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,000 20,000

小計 466,497 682,427

利息及び配当金の受取額 29,458 29,676

利息の支払額 △1,525 △1,373

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 210,649 △218,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 705,080 492,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △206,000 △3,000

定期預金の払戻による収入 212,000 9,000

有価証券の取得による支出 △148,480 △714,460

有価証券の売却及び償還による収入 30,000 551,580

有形固定資産の取得による支出 △88,064 △84,974

有形固定資産の売却による収入 － 84

無形固定資産の取得による支出 △5,177 △17,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,721 △258,887
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 300,000 350,000

短期借入金の返済による支出 △300,000 △350,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △18,250 △18,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,192 △18,554

自己株式の取得による支出 △178 △51

配当金の支払額 △124,648 △103,990

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,270 △90,596

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,856 △13,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 363,945 129,049

現金及び現金同等物の期首残高 3,033,613 3,738,322

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,397,559

※
 3,867,372
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

　　会計処理基準に関する事項の変更

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会

計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。

これにより、当第２四半期累計期間の税引前四半期純

利益は、38,512千円減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は38,512千円

であります。

　

　

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

　　税金費用の計算

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用してお

ります。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

 
※　有形固定資産の減価償却累計額　　3,466,301千円

 

 
※　有形固定資産の減価償却累計額　　3,356,049千円

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

※　法人税等の表示方法　

　　  当第２四半期累計期間における税金費用について

は、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

 

同左

　

第２四半期会計期間

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

 当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

※　法人税等の表示方法　

　　  当第２四半期会計期間における税金費用について

は、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

 

同左

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,396,949千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△3,000千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資（有価証券）

3,609千円

現金及び現金同等物 3,397,559千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,870,372千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△3,000千円

現金及び現金同等物 3,867,372千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 7,460,440

　

　

２  自己株式の種類及び株式数
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株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 524,091

　

３  新株予約権の四半期会計期間末残高

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 104,045 15.00平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日
取締役会

普通株式 104,045 15.00平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

　　株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

　当社は、本社及び東京支店に営業部門を置き、国内及び海外の需要先の業界と需要先の生産・販売の動向

を包括した戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

　従って、当社は対応する業界別にセグメントした「金属表面処理剤及び機器等」、「電子材料」、「自動車

用化学製品等」及び「工業薬品」の４つを報告セグメントとしております。 

　「金属表面処理剤及び機器等」は、錫及び錫合金めっき液、化成処理液自動管理装置等の製造販売を行っ

ております。「電子材料」は、ニッケル超微粉の仕入販売、マシナブルセラミックス及びエンジニアリング

プラスチックの加工販売、炭素繊維強化プラスチックの販売を行っております。「自動車用化学製品等」

は、自動車用化学製品、溶接用スパッター付着防止剤等の製造販売を行っております。「工業薬品」は、主に

工業薬品の仕入販売を行っております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 　 　 （単位：千円）

　 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期損益
計算書計上
額

（注）２
　

金属表面処
理剤及び機
器等

電子材料
自動車用
化学製品等

工業薬品

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,407,732864,613829,0742,170,5997,272,020― 7,272,020

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 3,407,732864,613829,0742,170,5997,272,020― 7,272,020

セグメント利益又は損失
（△）

612,045△15,51527,60791,361715,499△149,098566,401

（注）１　セグメント利益の調整額△149,098千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

 ２  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 　 　 　 （単位：千円）

　 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期損益
計算書計上
額

（注）２
　

金属表面処
理剤及び機
器等

電子材料
自動車用
化学製品等

工業薬品

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,689,023419,543426,2411,027,6123,562,421― 3,562,421

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,689,023419,543426,2411,027,6123,562,421― 3,562,421

セグメント利益又は損失
（△）

289,458△4,55116,85643,076344,839△69,642275,197

（注）１　セグメント利益の調整額△69,642千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

 ２  セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 1,806円50銭
　

　 　

　 1,807円39銭
　

　
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 12,530,515千円 12,536,731千円

普通株式に係る純資産額 12,530,515千円 12,536,731千円

普通株式の発行済株式数 7,460千株 7,460千株

普通株式の自己株式数 524千株 524千株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数

6,936千株 6,936千株
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２  １株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 20円90銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 18円65銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(注)  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間 
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年９月30日)

四半期純利益 144,949千円 129,330千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式に係る四半期純利益 144,949千円 129,330千円

普通株式の期中平均株式数 6,936千株 6,936千株

　

　

第２四半期会計期間

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 17円51銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 24円14銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間 
(自　平成22年７月１日 
　至　平成22年９月30日)

四半期純利益 121,477千円 167,466千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式に係る四半期純利益 121,477千円 167,466千円

普通株式の期中平均株式数 6,936千株 6,936千株

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成22年10月29日開催の取締役会において、第73期の中間配当を行うことを決議いたしました。

　  ①中間配当金総額　104,045千円

　　②１株当たりの額　15円00銭

　　③支払請求の効力発生日及び支払開始日　平成22年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月２日

石原薬品株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　村　文　彦　　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　南　方　得　男　　　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石原

薬品株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第72期事業年度の第２四半期会計期間(平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、石原薬品株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　 　
　

平成22年11月１日

石原薬品株式会社

 取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　村　文　彦　　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　南　方　得　男　　　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石原

薬品株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第73期事業年度の第２四半期会計期間(平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、石原薬品株式会社の平成22年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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